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常

子

1
、
前
漢

の
顕
彰

57

後
漢
後
半
期
に
お
け
る
石
刻
流
行
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
刻
石

の
目
的
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
刻
石
は
、
顕
彰
や
記
録

(証
拠
)
な
ど
を

目
的
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
う
ち
に
も
、
単
純
な
顕
彰
か
ら
、
顕
彰

と

い
う
形
を
通
し
て
、
国
家
や
個
人
や
グ
ル
ー
プ
が
、
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や

主
張
を
表
明
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も

の
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
刻
石
流
行

の
背
後
に
は
、
刻
石
が
歓
迎
さ
れ
る
よ
う
な
政
治

・
思
想

・
人
的
結
合
関
係

・
書

写
材
料

・
文
化

(文
学

・
史
学
)
な
ど
各
方
面
に
お
け
る
状
況
が
あ

っ
た
。
こ
れ

ら
は
相
互
に
関
連
し
あ

っ
て
お
り
、
従

っ
て
刻
石
流
行
の
原
因
及
び
そ
の
背
景
は

単
純
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
る
き

っ
か
け
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
万
端
に
整

え
ら
れ
て
い
た
準
備
の
上
に

一
気
に
開
花
し
た
現
象
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た

刻
石
流
行
を
現
出
さ
せ
た
社
会
の
本
質

に
迫
る
べ
く
、
今
回
は
顕
彰
と
い
う
側
面

に
し
ぼ
っ
て
考
察
し
た
い
。

顕
彰
を
、
方
向
と
方
法
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
前
漢
で
は
上
か
ら

下
へ
の
顕
彰
が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
の
方
法
と
し
て
は
主
に
子
孫
の
取
立
て

・

墓
や
閻
の
表
示
そ
し
て
画
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず

「表
墓
」

の
例
と
し
て

は
、

東
海
有
孝
婦
、
少
寡
、
亡
子
、
養
姑
甚
謹
…
。
…
其
後
姑
自
経
死
、

…
吏
捕
孝
婦
、
孝
婦
僻
不
殺
姑
。
…
太
守
寛
論
殺
孝
婦
。
郡
中
枯
旱
三

年
。
後
太
守
至
、
卜
笠
其
故
、
干
公
日
…
於
是
太
守
殺
牛
自
祭
孝
婦
家
、

因
表
其
墓
、
天
立
大
雨
、
歳
敦
。

(『漢
書
』
巻
71

干
定
国
)

が
あ
る
。
こ
れ
は
冤
罪
で
殺
さ
れ
た
孝
婦
の
た
め
に
太
守
が
墓
を
表
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
後
漢
時
代
の
よ
う
に
、
石
を
立
て
た
と
は
書
か
れ
て
い

な
い
の
で
、
「表
」
の
旦
ハ体
的
な
行
為
は
不
明
だ
が
、
要
す
る
に
そ
こ
が
誰

の
墓
所
か
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
顕
彰
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

高
帝
撲
齪
諌
暴
、
庶
事
草
創
、
日
不
暇
給
、
然
猶
修
祀
六
國
、
求
聰

四
皓
、
過
魏
則
寵
無
忌
之
墓
、
適
趙
則
封
樂
毅
之
後
。
及
其
行
賞
而
授

2008年9月4日 受理*文 学部史学科教授
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位
也
、
爵
以
功
為
先
後
、
官
用
能
為
次
序
。
後
嗣
共
己
遵
業
、
奮
臣
纏
踵
居
位
。

(『漢
書
』
外
戚
恩
沢
侯
表
)

の
よ
う
に
、
賢
者
や
功
績
の
あ
っ
た
人
物

の
子
孫
を
封
ず
る
な
ど
の
優
遇
策
を
と
つ

た
り
、
ま
た
、

日
碑
母
教
誇
雨
子
、
甚
有
法
度
、
上
聞
而
嘉
之
。
病
死
、
詔
圖
豊
於
甘
泉
宮
、

署
日
、
休
屠
王
關
氏
。

(『漢
書
』
巻
68

金
日
碑
)

甘
露
三
年
、
輩
干
始
入
朝
。
上
思
股
肱
之
美
、
乃
圖
書
其
人
於
戴
麟
閣
、
法

其
形
貌
、
署
其
官
爵
姓
名
。

(『漢
書
』
巻
54

蘇
武
)

の
よ
う
に
、
絵
を
描
く
こ
と
も
よ
く
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
さ
ま

ざ
ま
な
顕
彰
は
ほ
と
ん
ど
が
上
か
ら
下
、
即
ち
皇
帝
や
地
方
官
が
行
な

っ
て
お
り
、

そ
の
目
的
は
国
家
の
理
想
と
す
る
臣
民

の
姿
を
示
し
教
化
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は

統
治
方
針
を
示
し
て
政
治
的
安
定
を
確
保

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
顕
彰
の
意
味
合
い
を
も
つ
も

の
と
し
て
立
祠
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
下
か

ら
上
の
方
向
性
を
も
つ
。
例
え
ば
、

慶
為
太
僕
…
。
慶
於
兄
弟
最
為
簡
易
　
、
然
猶
如
此

。
出
為
齊
相
、
齊
國
慕

其
家
行
、
不
治
而
齊
國
大
治
、
為
立

石
相
祠
。

(『漢
書
』
巻
46

石
奮
)

干
定
國

…
其
父
干
公
為
縣
獄
史
、
郡
決
曹
、
決
獄
平
、
羅
文
法
者
干
公
所
決

皆
不
恨
。
郡
中
為
之
生
立
祠
、
號
日
干
公
祠
。

(『漢
書
』
巻
71

干
定
国
)

の
よ
う
に
、
吏
民
が
地
方
官
の
善
政
に
対
し
て
祠
を
建
て
た
も
の
だ
が
、

後
光
病
、
上
官
氏
代
聴
事
、
下
吏
捕
建
、
建
自
殺
。
吏
民
稻
冤
、
至
今
溜
城

立
其
祠
。

(『漢
書
』
巻
67

胡
建
)

の
よ
う
に
、
冤
罪
で
殺
さ
れ
た
地
方
官

の
た
め
に
吏
民
が
祠
を
立
て
た
こ
の
場
合

　
　

　

は
、
佐
藤
直
人
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
単
な
る
哀
悼
と
思
慕
の
念
だ
け
で
な
く
、

抗
議
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

の
意
思
表
示
の
意
味
も
あ

っ
た
こ
と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。

2
、
後
漢
の
顕
彰

立
祠
に
は
中
央

へ

さ
て
、
こ
う
し
た
顕
彰
活
動
は
後
漢
に
な
る
と
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
以
上
で
見
た
よ
う
な
顕
彰

の
方
法
は
全
て
継
続
さ
れ
て
い
る
が
、
次
の
よ

う
な
変
化
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
第

一
に
、
碑
あ
る
い
は
刻
石
と
い
う
新
た
な
顕

彰
手
段

の
出
現
に
よ
っ
て
、
顕
彰
の
事
例
が
格
段
に
増
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
顕
彰

の
方
向
も
、
皇
帝
や
地
方
官
が
臣
下
や
吏
民
を
、
と
い
う
上
か
ら
下

へ
の

方
向
だ
け
で
な
く
、
属
僚
が
上
司
を
、
門
生

・
故
吏
が
師

・
故
主
を
、
あ
る
い
は

同
輩
と

い
っ
た
、
下
か
ら
上
あ
る
い
は
横

へ
の
方
向
が
激
増
す
る
。
た
だ
墓
碑
を

顕
彰
手
段
と
み
る
こ
と
に
つ
い
て
は
若
干
説
明
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
墓
碑
は

死
者
を
悼
ん
で
立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
哀
悼
の
念
を
表
現
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
顕
彰
と

い
う
の
は
誤
り
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
墓
碑
に
は
死
者
に
対
す
る
哀
悼
の
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
立

碑
の
目
的
と
し
て
そ
れ
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
「明
徳
を
施
わ
」
(武
斑
碑
)
し
、

「厭
の
勲
を
昭
ら
か
に
す
」

(楊
著
碑
)
る
こ
と
、
徳
を
讃
え
る
こ
と
な
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「功
有
り
て
書
か
ざ
れ
ば
、
後
述
ぶ
る
無
し
」
(張
遷
碑
)
、

「惟
れ
銘
勒
の
制
、
皆
盛
徳
を
紀
し
無
窮
に
伝
う
る
ゆ
え
ん
也
。
若
し
菰
に
刊
せ

ざ
れ
ば
、
後
哲
易
ん
ぞ
聞
か
ん
や
」

(楊
著
碑
)
と

い
う
よ
う
に
、
功
徳
は
明
ら

か
に
し
て
後
世
に
伝
え
ね
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。
後
世
に
、
し
か
も
無
窮
に

垂
示
す
る
た
め
に
堅
牢
な
石
に
刻
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
墓
碑
の
場
合
、
紀
功
碑
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の
よ
う
に
具
体
的
な
業
績

・
功
績
を
取
り
上
げ
て
ほ
め
る
の
と
は
違

い
、

一
生
を

振
り
返

っ
て
総
決
算
を
し
、
そ
の
功
徳
を
称
揚
す
る
、
あ
く
ま
で
も
人
物
全
体
に

対
す
る
顕
彰
で
あ
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
う
し
た
総
決
算
を
述
べ
た
文
章
は
、

諌
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
。
『礼
記
』
曽
子
問
に
、

賎
は
貴
を
諌
せ
ず
、
幼
は
長
を
諌
せ
ざ
る
は
礼
な
り
。

と
あ
り
、
そ
の
鄭
玄
注
に

諌
は
累
な
り
。
生
時
の
行
　
を
累
列

し
、
之
を
読
み
て
以
て
識
を
作
る
。
識

は
当
に
尊
者
に
由
り
て
成
す
べ
し
。

と
い
う
よ
う
に
、
諌
と
は
生
前

の
行
　
を
連
ね
た
も
の
で
あ
る
。
行
　
を
連
ね
る

と
い
っ
て
も
、
単
に
羅
列
す
る
の
で
は
な
く
、
『釈
名
』
繹
典
芸
に

「諌
は
累
な

り
。
そ
の
事
を
累
列
し
て
之
を
称
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
称
揚

の
た
め
に
連
ね
た

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
基
い
て
尊

者
が
謹
を
決
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
諌
は
本
来
識
を
決
定
す
る
材
料
と
な
る
も
の
だ
か
ら
、
識
を
賜
る

者
に
は
同
時
に
諌
も
贈
ら
れ
る
。
『漢
書
』
景
帝
紀
に
は

二
年
春
二
月
令
す
ら
く
、
諸
侯
王
亮
じ
、
列
侯
の
初
め
て
封
ぜ
ら
れ
及
び
国

に
之
く
や
、
大
鴻
腫
、
認
、
諌
、
策
を
奏
す

。
列
侯
亮
じ
及
び
諸
侯
の
太
傅
初

め
て
除
せ
ら
れ
官
に
之
く
や
、
大
行
、
詮
、
諌
、
策
を
奏
す
。

と
い
う
規
定
が
み
え
、
や
は
り
諌
と
誼

は

一
対
と
な

っ
て
い
る
。

さ
て
碑
文
を
み
て
み
る
と
、
諌
と
自
称

し
て
い
る
も
の
が
少
数
な
が
ら
存
す
る

(北
海
相
景
君
碑

・
播
乾
碑

・
費
鳳
碑
)
。
ま
た
識
を
定
め
た
こ
と
を
述
べ
た
も

の

(鮮
干
瑛
碑

・
衡
方
碑

・
魯
峻
碑

・
婁
寿
碑
)
も
あ
る
。
賎

・
幼
は
貴

.
長
を

諌
せ
ず
と
い
う
先
の
礼
の
規
定
に
て
ら
せ
ば
、
門
生
故
吏
は
師
や
故
主

の
識
を
決

め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
私
論
は
、

年
四
十
九
、
官
に
卒
す
。
諸
儒
共
に
誼
し
て
宣
明
君
と
日
う
。

(
『後
漢
書
』
文
苑

夏
恭
)

と
、
す
で
に
光
武
帝

の
頃
か
ら
見
ら
れ
、
筍
爽
が
、

時
人
…
又
た
そ
の
君
父
及
び
諸
名
士
に
私
誼
す
。(『後

漢
書
』
列
伝
52

筍
爽
)

と
非
難
す
る
よ
う
に
、
当
時
は
よ
く
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
人
生

を
振
り
返
り
、
そ
の
功
徳
を
褒
称
し
た
の
が
諌
で
あ
る
。
諌
と
自
称
し
た
碑
文
は

決
し
て
多
く
な
い
が
、
内
容
は
ま
さ
に
諌
と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
帝
王
の
諌

の
よ
う
に
た
だ
読
み
上
げ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
石
に
刻
し
て
立
て
た
の
が
墓

碑
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、
厳
密
に
い
え
ば
墓
碑
や
廟

・
祠
堂
碑

の
よ
う
な
碑
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

石
に
刻
し
て
顕
彰
す
る
も
の
が
あ
る

(こ
う
し
た
石
も
、
後
世
で
は
碑
と
称
す
る

が
。)
例
え
ば
、

卒
於
官
。
詔
書
褒
歎
、
賜
穀
千
斜
、
刻
石
表
閻
。
除
子
孝
為
太
子
舎
人
。

(『後
漢
書
』
列
伝
29

淳
干
恭
)

と
、
皇
帝
が
臣
下
の
た
め
に
里
門
に
石
を
立
て
て
顕
彰
し
た
り
、

為
平
陽
侯
相
。
到
官
、
表
聾
遂
之
墓
、
立
銘
祭
祠
、
擢
用
其
後
於
吠
畝
之
間
。

(『後
漢
書
』
列
伝
54

延
篤
)

後
翼
州
刺
史
買
珠
使
行
部
、
過
祠
雲
墓
、
刻
石
表
之
。

(『後
漢
書
』
列
伝
47

李
雲
)

の
よ
う
に
、
碑
と
は
表
現
さ
れ
な
い
が
、
地
方
官
が
管
轄
内

の
人
物
に
対
し
て
、

墓
に
石
を
立
て
て
顕
彰

(延
篤
の
場
合
も

「立
」
銘
と
あ
る
の
で
、
石
で
あ
ろ
う
)

し
て
い
る
。
文
献
に
は

「表
間
」
「表
墓
」
と

い
っ
た
表
現
が
散
見
さ
れ
る
が
、
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以
上
の
よ
う
な
例
か
ら
す
れ
ば
、
立
石
と

い
う
手
段
で

「表
」
さ
れ
た
こ
と
も

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
張
遷
碑
に
は

「刊
石
立
表
」
「於
是
刊
石
竪
表
」

と
、
碑
を
表
と
表
現
し
て
い
る
。
表
と

は
標
、

つ
ま
り
明
ら
か
に
示
す
こ
と
を
い

い
、
目
印
と

い
う
意
味
に
も
な
る
が
、
そ
こ
か
ら
顕
彰
す
る
と
い
う
意
が
生
ま
れ

る
の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
後
漢
時
代
の
変
化
と
し
て
は
画
を
描
く
主
体
が
地
方
官
レ
ベ
ル
に
も

広
が
り
、
か
つ
画
に
賛
を
書
く
よ
う
に
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
皇
帝
の

例
を
あ
げ
て
お
く
と
、
例
え
ば
、
王
葬

・
公
孫
述
に
仕
え
る
こ
と
を
拒
み
、
つ
い

に
毒
を
飲
ん
で
死
ん
だ
李
業
に
対
し
て
、
光
武
帝
は

詔
を
下
し
て
其
の
閻
に
表
し
、
益
部
紀
に
其
の
高
節
を
載
せ
、
形
象
を
圖
書

せ
し
む
。

(
『後
漢
書
』
独
行
)

と
、
里
門
に
表
示
し
、
記
録
に
残
し
、
肖
像
を
描
か
せ
て
い
る
。
光
武
帝
は
独

行

・
逸
民
あ
る
い
は
清
名
の
士
と
い
わ
れ
た
人
々
を
積
極
的
に
招
聰

・
顕
彰
し
て

い
る
が
、
こ
れ
も
そ
の

一
環
で
あ
る
。
ま
た
明
帝
が
建
国
の
功
臣
28
人
を
南
宮
雲

墓
に
描
か
せ
た
の
は
有
名
で
あ
る
。
次

に
地
方
官

の
例
の
中
で
も
前
漢
に
は
み
ら

れ
な
か

っ
た
も
の
と
し
て
次
の
よ
う
な
事

例
が
あ
る
。
翼
州
刺
史

の
朱
穆
は
宙
官

の
悟
奢
を
糾
弾
す
る
の
が
あ
ま
り
に
激

し
か

っ
た
た
め
、
つ
い
に
輸
作
左
校
に
処

せ
ら
れ
た
が
、
彼

の
属
僚
で
あ
る
翼
州
従
事
は
、

書
象
を
爲
り
聴
事
上
に
置
か
ん
と
欲
す
。

(『後
漢
書
』
列
伝
33
朱
穆

注
所
引
謝
承
書
)

と
、
上
司
の
肖
像
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
上
司
の
処
罰

へ
の

抗
議
と
と
も
に
、
そ
の
正
義
を
顕
彰
す

る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
画
は
聴
事
上
、
即

ち
役
所
内
に
置
こ
う
と
し
た
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
に
地
方
官
の
肖
像
が
役
所
に
置

か
れ
る
こ
と
は
、
次
の
史
料
か
ら
も
わ
か
る
。
『績
漢
書
』
郡
国
志

河
南
の
條

に
引
く
鷹
勘
の

『漢
官
』
に
、

郡
府
聴
事
壁
諸
サ
書
賛
、
肇
自
建
武
、
詑
干
陽
嘉
、
注
其
清
濁
進
退
、
所
謂

不
隙
過
、
不
虚
轡
、
甚
得
述
事
之
實
。
後
人
是
謄
、
足
以
勧
催
、
難
春
秋
采
毫

毛
之
善
、
罰
繊
楚
之
悪
、
不
避
王
公
、
無
以
過
此
、
尤
著
明
也
。

と
あ
り
、
河
南
サ
の
役
所

の
壁
に
は
建
武
か
ら
順
帝
陽
嘉
年
間
ま
で
の
歴
代
河
南

サ
の
肖
像
画
と
清
濁
進
退
が
、
あ
り
の
ま
ま
公
平
に
書
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ

の
よ
う
に
画
に
は
賛
と

い
う
論
評
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
慮
勘
自

身
、
そ
う
し
た
賛
を
集
め
て
状
人
記
な
る
も
の
を
著
し
た
ら
し
い
。

初
、
父
奉
爲
司
隷
時
、
並
下
諸
官
府
郡
國
、
各
上
前
人
像
賛
、
勧
乃
連
綴
其

名
、
録
爲
状
人
紀
。

(『後
漢
書
』
巻
38

鷹
勘
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
鷹
勘
が
資
料
と
し
た
の
は
、
司
隷
校
尉
で
あ

っ
た
父
の
鷹
奉
が

管
轄
下
の
諸
官
府
郡
国
に
提
出
さ
せ
た
前
人
の
像
賛
で
あ

っ
た
。
こ
の

「前
人
」

が
ど
の
よ
う
な
人
を
さ
す
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
必
ず
し
も
は
る
か
昔

の
人
を

指
す
語
で
は
な

い
の
で
、
同
時
代
人
も
含
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

さ
ら
に
役
所
の
壁
に
肖
像
画
が
あ

っ
た
例
が
、
『三
国
志
』
魏
書

曹
休
伝
に
引

く
魏
書
に
、

休
祖
父
嘗
爲
呉
郡
太
守
。
休
於
太
守
舎
、
見
壁
上
祖
父
書
像
、
下
搦
拝
涕
泣
、

同
坐
者
皆
嘉
歎
焉
。

と
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
当
時
は
各
地
の
役
所
に
、
お
そ
ら
く
長
官
の
肖
像
が
あ

り
、
そ
こ
に
は
彼
等
の
事
績
と
評
価
が
書
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

当
時
の
官
吏
の
人
物

・
成
績
評
価

の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味
深

い
。

以
上
の
よ
う
に
、
後
漢
に
な
る
と
皇
帝
か
ら
地
方
官
さ
ら
に
は
地
方
人
士
に
至
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る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
的
関
係
に
お
い
て
、
刻
石
や
画
と
い
う
手
段
に
よ
る
顕

彰
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
従
来
か
ら
あ
る
祭
祀
や
里
門
の
明
示
と

い
っ
た
方
法
だ
け
で
は
な
く
、
石
や
画
及
び
賛
が
新
た
に
出
現

・
盛
行
し
た
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
に
は
そ
れ
ま
で
の
顕
彰
方
法
に
は
な

い
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
人

物
そ
の
も
の
を
視
覚
的
に
認
識
さ
せ
る
こ
と
、
文
字
情
報
と
し
て
伝
え
る
こ
と
、

公
開
と
い
う
形
を
と
る
こ
と

(も
ち
ろ
ん
場
所
に
よ
っ
て
完
全
な
公
開
に
は
な
ら

な
い
が
)
、
そ
し
て
改
窺
困
難
か
つ
永
続
性
を
も

つ
素
材
を
用
い
る
こ
と
、
な
ど

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
顕
彰
が
盛
ん
に
な

っ
た
の
か
、
そ
れ
が
な
ぜ
上
記
の
よ

う
な
方
法
で
行
な
わ
れ
た
の
か
。
そ
れ
に
は
や
は
り
後
漢
末
の
政
治
的
混
乱
に
よ

る
影
響

・
地
方
豪
族
の
勢
力
伸
張

・
儒
教
倫
理
の
浸
透

・
史
学

・
文
学
の
萌
芽

・

学
問
の
普
及
な
ど
に
よ
る
全
国
規
模

の
人
的
交
流
と
情
報
伝
播

の
拡
大
な
ど
を
背

景
と
し
た
、
人
物
評
論
の
風
の
盛
行
と
そ
れ
に
伴
う
自
己
表
現

・
自
己
主
張
の
風

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
不
安
定
な
時
代
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
か
つ
て
の
戦
国
時
代

の
如
く
新
た
な
秩
序
そ
の
も
の
を
構
築
せ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
時
代
と
は
違

い
、

す
で
に
儒
教
と
い
う
国
家
的
秩
序
規
範
を
不
完
全
な
が
ら
も
手
に
入
れ
て
い
た
時

代
に
あ

っ
て
は
、
安
定
の
求
め
方
も
異
な

っ
て
こ
よ
う
。
そ
の

一
つ
が
人
物
評
論

に
よ
る
人
物
の
確
定
だ

っ
た
の
で
は
な

い
か
。
名
士
は
そ
の

一
つ
の
基
準
だ

っ
た

の
だ
ろ
う
。
人
々
は
自
分
を
主
張
し
、
か

つ
他
人
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
た
。

当
時
の
不
安
定
な
社
会
は
、
少
な
く
と
も
人
の
言
動
に
敏
感
だ

っ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
そ
う
し
た
世
間
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
財
産
分
与
に
関
わ
る
内
容
を
石
に
刻

し
た
り
、
趙
岐
が
重
病
に
な

っ
た
時
、
兄
子
に

「可
立

一
員
石
於
吾
墓
前
、
刻
之

日
、
漢
有
逸
人
、
姓
趙
名
嘉
。
有
志
無
時
、
命
也
奈
何
。
」
と
、
自
ら
が
時
代
に

恵
ま
れ
な
か

っ
た
逸
人
で
あ
る
こ
と
を
石

に
刻
し
て
墓
前
に
立
て
よ
と
遺
言
し
た

り
、
90
歳
余
で
亡
く
な
る
時
に
は
、
「先
自
爲
壽
藏
、
圖
季
札

・
子
産

・
嬰
嬰

・

叔
向
四
像
居
賓
位
、
又
自
書
其
像
居
主
位
、
皆
爲
讃
頒
」
と
、
季
札
な
ど
の
賢
者

に
囲
ま
れ
た
自
分
の
画
を
描
か
せ
た
の
は

(『後
漢
書
』
列
伝

54

趙
岐
)
、
こ
う

し
た
社
会
に
向
け
て
の
自
己
主
張

の
行
為
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
1
)
佐
藤
直
人

「後
漢
徳
政
碑

の
出

現
と
そ

の
周
辺
-
西
狭
頒
摩
崖

を
事
例
と
し

て
ー
」

(名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

二
〇
〇
五
)
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